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我が国は、少⼦⾼齢化や⼈⼝減少、⼤規模災害など決して避けることができない

様々な課題を、⼀丸となって乗り越えていかなければならない。多くの⾃治体が消滅
する可能性があると予測され、また、我が国経済は⻑きにわたる停滞により国際的地
位も低下している状況にあるなど、このままでは、我が国が⽴ち⾏かなくなるという
⼤きな危機意識を持っている。 

こうした危機的な将来が予想される中、地⽅⾃治体が連携・協⼒して、持続可能な
形で住⺠サービスを提供するとともに、⼤都市が我が国経済の牽引役を果たし、圏域
の活性化と多極分散型社会の構築につながるよう、時代の要請に応じ、将来を⾒据え
た地⽅⾃治制度の抜本的改⾰が必要である。 

現⾏の指定都市制度は、旧特別市制度が府県の反対により廃⽌されたのち、暫定的
な制度として創設されて 65 年以上が経過している。道府県との⼆重⾏政や不⼗分な
税制上の措置など、多くの課題を抱えており、⼤都市が果たすべき役割を⼗分に発揮
できる制度となっていない。この間、市町村合併や地⽅分権の進展により、基礎⾃治
体、とりわけ指定都市の規模・能⼒は拡⼤し、道府県との役割分担も変容している。
指定都市は、その規模や歴史・⽂化をはじめ、国や道府県との関係性、地域で果たす
役割など、それぞれが異なる特性を有しており、将来の我が国の危機も⾒据え、今後
より⼀層、地域の実情を踏まえて、柔軟かつ迅速な⼤都市経営を図っていくことが求
められている。 

特別市は、効率的かつ機動的な⼤都市経営を推進するため、市域における全ての事
務を⼀体的に担う新たな⼤都市⾃治体の姿であり、市⺠に⼤都市制度の新たな選択肢
を⽤意するものである。その効果は特別市の市⺠のみに留まらず、近隣市町村との連
携による持続可能な強い圏域づくりや多極分散型社会の構築など、我が国全体にもプ
ラスの効果をもたらす。また、将来を⾒据え、地域全体として持続可能な⾏政サービ
スを提供する体制を整えることが望まれる中、特別市が⾃⽴した⼤都市経営を⾏うこ
とにより、道府県は特別市以外の市町村の補完・⽀援により⼀層注⼒することが可能
となる。 

別 紙 



600 万⼈を超える住⺠を擁する横浜市、川崎市、相模原市の三市では、地域の実情
を踏まえて⼤都市制度を選択できるようにするため、これまで三市で連携して、特別
市の法制化の早期実現に向けた取組を進めている。⼀⽅で、神奈川県においては、「住
⺠⽬線から⾒て特別市を法制度化することは妥当でない」との⾒解を⽰し、住⺠に選
択肢を与える姿勢を⽰さず、当該制度の法制化すら反対している状況にある。 

三市が提案している特別市制度は、我が国の危機感に対する新たな制度改⾰の提案
であり、決して⼤都市のことだけを考えたものではない。そのことを広く市⺠、県⺠
の皆様に御理解いただくため、住⺠⽬線の分かりやすい発信を進めていく。 

特別市制度の創設は、持続可能な未来の実現に資するものであることを我々は強く
認識し、県内の指定都市三市はさらに連携を強化し、ここ神奈川から新しい地⽅⾃治
の形として「特別市」の法制化の早期実現を⽬指す取組を加速していく。 
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